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頒は
ん

賜し

物ぶ
つ

（
下
賜
さ
れ
た
物
）
の
銅
銭

　

明
へ
の
朝
貢
に
対
し
て

　

銅
銭
一
萬
五
千
貫
が
頒
賜
さ
れ
た

明
使
は
北
山
殿
に
迎
え
ら
れ
た

北
山
殿
の
一
角
を
占
め
て
い
た
金
閣



��

　
　
明
朝
か
ら
朝
貢
を
求
め
ら
れ
て

　

寛
平
六
年
（894

）、
菅
原
道
真
の
建
議
に
よ
っ
て
遣
唐
使
の
派
遣
が
停
止
さ
れ
、
以
来
約
五
百
年
の
間
、

中
国
大
陸
と
の
間
で
は
、
国
と
国
と
の
正
式
な
外
交
、
交
易
は
途
絶
え
て
い
た
。

　

大
陸
と
の
外
交
・
貿
易
が
再
開
さ
れ
た
の
は
、
明
の
建
国
に
始
ま
る
。
西
暦1368

年
、
我
が
国
で
は

南
北
朝
時
代
を
経
て
、
三
代
将
軍
の
義
満
が
政
権
を
確
立
し
た
こ
ろ
の
こ
と
に
な
る
。

　

建
国
し
て
間
も
な
く
、
明
朝
の
皇
帝
は
、
周
辺
諸
国
に
対
し
て
朝
貢
の
形
式
（
明
朝
に
貢
物
を
捧
げ
、
返

礼
と
し
て
明
朝
は
諸
国
に
恩
賜
を
下
付
す
る
）
に
よ
る
交
易
を
求
め
た
。

　

懐
良
親
王
と
将
軍
義
満
と
の
争
い

　

明
朝
は
九
州
博
多
の
太
宰
府
に
使
者
を
送
り
、
征
西
府
将
軍
の
懐
良
親
王
を
国
王
と
認
め
て
国
交
を
開

い
た
が
、
将
軍
義
満
が
博
多
に
派
遣
し
た
九
州
探
題
今
川
了
俊
に
よ
っ
て
懐
良
は
打
倒
さ
れ
る
。
義
満
は

自
ら
を
国
王
に
擬
し
て
、
明
朝
と
の
正
式
な
国
交
を
結
ぶ
こ
と
に
成
功
し
、
懐
良
に
代
わ
っ
て
両
国
間
の

タ
ブ
ロ
イ
ド
地
域
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
の
電
子
版
と
し
て
編
集
し
ま

し
た
。
電
子
書
籍
専
用
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
で
お
読
み
下
さ
い
。

ま
た
ご
利
用
の
環
境
に
よ
っ
て
は
、電
子
書
籍
の
閲
覧
が
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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征
西
将
軍
と
し
て
九
州
へ

　

後
醍
醐
の
六
番
目
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た
懷
良
親

王
は
、
暦
応
元
年
・
延
元
三
年
（1338

）、
綸り
ん

旨じ

に
よ
り
、

征
西
将
軍
と
し
て
下
向
し
た
。
そ
の
と
き
わ
ず
か
に
九

才
だ
っ
た
。

　

十
人
余
り
の
従
者
に
付
き
添
わ
れ
、
瀬
戸
内
海
の
伊

予
忽く
ち

那な

島じ
ま

を
拠
点
と
し
て
、
興
国
三
年
（1342

）、
有
力

な
土
豪
の
力
を
得
て
海
路
南
九
州
の
谷
山
に
上
陸
し
た
。

正
平
三
年
（1348

）
に
は
、
肥
後
、
筑
後
を
経
て
、
北

上
す
る
。
正
平
八
年
（1353

）、
懷
良
側
の
菊
池
氏
、
少

弐
氏
は
、
針は
り

摺す
り

原は
ら

の
戦
い
で
一
色
氏
に
大
勝
し
て
筑
前

博
多
に
進
み
、
正
平
十
四
年
（1359

）
に
は
、
懷
良
軍

の
菊
池
氏
が
、
大お
お

保ほ

原ば
る

の
戦
い
で
少
弐
氏
を
破
る
。
正

平
十
六
年
（1361

）
つ
い
に
太
宰
府
に
入
っ
て
、
懷
良

は
こ
こ
に
征
西
府
を
移
し
た
。

貿
易
は
開
始
さ
れ
た
。

　
勘
合
貿
易
で
経
済
は
豊
か
に
・
・
・

　

正
規
の
交
易
を
双
方
が
確
認
す
る
手
段
と
し
て
「
勘
合
」
が
用
ら
れ
、
貿
易
に
よ
っ
て
、
将
軍
義
満
は

多
大
の
利
益
を
挙
げ
る
。
ま
た
足
利
政
権
は
経
済
基
盤
を
豊
か
な
も
の
に
し
た
。

　

た
だ
し
、
明
朝
と
の
勘
合
貿
易
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
、
と
き
は
南
北
朝
の
時
代
か
ら
足
利
政
権
の
確
立

に
至
る
道
程
は
長
か
っ
た
。
波
高
き
年
代
を
追
っ
て
、
以
下
、
明
朝
と
の
勘
合
貿
易
が
成
立
さ
れ
る
ま
で

の
波
乱
万
丈
の
物
語
り
の
道
筋
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。
文
献
：
橋
本 

雄
著
『
日
本
国
王
と
勘
合
貿
易
』

（2013

年N
H
K

出
版
発
行
）。

　

日
明
交
流
は
懷
良
親
王
に
始
ま
る

　

後
醍
醐
は
、
北
朝
方
に
対
し
て
南
朝
の
劣
勢
を
覆
す
た
め
、
自
ら
の
皇
子
を
東
国
を
は
じ
め
、
奥
州
、

北
陸
な
ど
の
各
地
に
送
っ
て
参
戦
さ
せ
た
。
つ
ぎ
の
絵
図
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
子
が
派
遣
さ
れ
た
地
域
を

示
し
た
。
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明
の
建
国
と
倭わ

冦こ
う

の
活
動

　

明
が
建
国
し
た
紀
元1368

年
（
明
の
年

号
で
は
「
洪
武
元
年
」）、
朝
鮮
半
島
や
中
国

大
陸
の
沿
岸
で
は
、
食
料
を
奪
っ
て
人
身

の
略
奪
を
行
う
海
賊
が
活
動
し
て
い
た
。

主
に
日
本
人
だ
が
、
一
部
は
高
麗
人
か
中

国
人
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
倭
冦
（
倭
国

は
日
本
の
こ
と
）
と
呼
ば
れ
、
船
の
根
拠
地

と
さ
れ
て
い
た
九
州
地
方
に
対
し
て
、
明

朝
か
ら
厳
し
い
目
が
注
が
れ
て
い
た
。

　
倭
寇
の
取
締
り
と
入
貢
を
要
求
し
て

　

明
の
初
代
皇
帝
と
な
っ
た
太
祖
洪
武
帝

は
、
日
本
に
使
者
を
派
遣
し
て
入
貢
を
求

め
、
山
東
半
島
や
江
南
地
域
で
猛
威
を
振

る
う
倭
寇
を
禁き
ん

遏あ
つ

（
禁
止
）
す
る
よ
う
に

要
求
し
て
き
た
。

　

明
朝
は
外
交
独
占
の
方
針
を
宣
言
し
、
周
辺
国
の
君
主
は
明
の
皇
帝
に
対
し
て
入
貢
す
る
こ
と
を
求
め

た
。
な
お
貢
物
を
捧
げ
、
こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
側
が
恩
賜
を
与
え
る
こ
と
を
朝
貢
と
い
い
、
貢
物
を
捧
げ

る
こ
と
を
進
貢
と
い
っ
た
。

　
日
本
に
使
者
を
派
遣
し
た
が
・
・
・

　

こ
の
年
（
南
朝
は
正
平
二
十
三
年
／
北
朝
は
貞
治
七
年
／
応
安
元
年
）（1368

）、

十
一
月
、
明
朝
か
ら
日
本
に
使
者
が
送
ら
れ
た
。
だ
が
五
島
列
島
付
近
で

賊
に
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
み
ら
れ
、
洪
武
帝
か
ら
の
詔
書
も
行
方
知

れ
ず
と
な
っ
た
。

　

翌
年
再
び
使
者
を
差
し
向
け
る

　

し
か
し
、
洪
武
帝
は
翌
年
再
び
使
者
七
名
を
送
っ
た
。
使
者
は
博
多
に
着
き
、
大
宰
府
に
向
か
う
。
こ

こ
は
律
令
国
家
の
時
代
か
ら
対
外
関
係
の
窓
口
と
な
っ
て
い
て
、
か
つ
て
唐
や
新
羅
の
使
者
を
応
接
し
た

鴻こ
う

臚ろ

館か
ん

（
唐
の
外
交
施
設
の
「
鴻
臚
寺
」
に
由
来
し
、「
鴻
」
は
大
き
な
鳥
、「
臚
」
は
伝
え
告
げ
る
の
意
で
、「
鴻
臚
」
は

外
交
使
節
の
来
訪
を
告
げ
る
声
を
意
味
し
て
い
た
）
も
大
宰
府
の
管
轄
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
大
宰
府
を
掌
握
し
て

い
た
の
は
征
西
将
軍
懐
良
親
王
で
、
彼
は
楊よ
う

載さ
い

ら
が
運
ん
で
き
た
洪
武
帝
の
詔
書
を
受
け
取
っ
た
。

明朝皇帝・洪武帝
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手
紙
を
受
け
取
っ
た
懐
良
親
王
は

　

そ
の
文
面
が
威
嚇
的
で
あ
る
と
し
て
激
怒
し
、
直
ち
に
使
者
五
人
を
斬
っ
て
残
る
楊
載
・
呉
文
華
の
二

名
を
投
獄
す
る
。
怒
り
の
も
と
は「
そ
な
た
を
日
本
の
国
王
に
任
ず
る
の
で
倭
寇
の
取
り
締
ま
り
に
励
め
。

従
わ
な
け
れ
ば
兵
を
送
る
」
と
い
う
詔
書
の
文
面
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
が
振
り
か
ざ
す
中
国
の
華
夷

秩
序
な
ど
と
は
無
縁
な
皇
族
と
し
て
当
然
の
反
応
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
楊
載
ら
二
名
は
三
ヶ
月
後
に
強
制

送
還
さ
れ
る
。

　
こ
の
対
応
に
は
憤
慨
し
た
が
・
・
・

　

明
に
と
っ
て
倭
寇
問
題
が
如
何
に
深
刻
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
翌
年
、
洪
武
帝
は
三
度
目
の
使
者
と

し
て
趙
ち
ょ
う

秩ち
つ

ら
を
派
遣
し
た
。
こ
の
と
き
、
前
回
追
い
返
さ
れ
た
楊
載
も
加
わ
っ
て
い
た
。

　
懐
良
は
考
え
を
翻
し
て
・
・
・

　

こ
の
と
き
懐
良
は
明
へ
の
称
し
ょ
う

臣し
ん

入
貢
（
臣
下
と
し
て
貢
物
を
持
参
す
る
）
を
決
め
た
、
と
明
側
の
史
料
に
記

さ
れ
て
い
る
。
一
三
七
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
征
西
府
は
祖そ

来ら
い

を
使
者
と
し
て
献
物
を
も
た
せ
、
臣
下
の

礼
を
と
っ
た
の
で
、
洪
武
帝
は
、
懐
良
を
「
日
本
国
王
」
と
し
て
認
証
し
、
大
統
暦
（
註
：
暦
を
受
け
る
こ

と
は
臣
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
と
文ぶ
ん

綺き

沙さ

羅ら

を
授
け
る
こ
と
に
し
た
。

　
懐
良
の
決
断
を
促
し
た
も
の
は
？

　

趙
秩
は
、
与
え
ら
れ
た
任
務
を
果
た
す
べ
く
懐
良
を
説
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
懐
良
自
身
も
、
太

宰
府
を
押
さ
え
る
た
め
に
は
、
明
と
の
交
易
の
利
が
武
将
を
引
き
付
け
て
お
く
た
め
有
利
で
あ
る
こ
と
に

気
付
い
た
よ
う
だ
。

　

銅
銭
不
足
が
経
済
を
圧
迫
し
て
い
た

　

モ
ン
ゴ
ル
襲
来
（
元
寇
）
以
降
も
、
日
元
間
の
貿
易
は
続
け
ら
れ
た
が
、
十
四
世
紀
前
半
の
元
末
に
至

る
と
倭
商
た
ち
の
暴
動
・
騒そ
う

擾じ
ょ
うが

た
び
た
び
起
こ
り
、
南
北
朝
動
乱
に
よ
る
日
本
の
政
情
不
安
な
ど
の
た

め
に
日
中
貿
易
は
衰
退
し
た
の
で
、
そ
の
影
響
の
一
つ
と
し
て
、
銅
銭
の
不
足
に
陥
っ
て
い
た
。

　
銅
銭
の
供
給
を
中
国
に
頼
る

　

中
世
の
日
本
で
は
国
家
権
力
が
銭
を
つ
く
ら
ず
、
そ
の
供
給
を

も
っ
ぱ
ら
中
国
に
頼
っ
て
い
た
。

　

一
九
七
六
年
、
韓
国
の
新
安
沖
で
沈
没
船
（
東
福
寺
造
営
料
唐
船
）

が
発
見
さ
れ
、
積
ま
れ
て
い
た
二
十
八
ト
ン
、
約
八
百
万
枚
（
八
千

貫
文
）
に
も
及
ぶ
銅
銭
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

　

十
二
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
は
ほ
ぼ
毎
年
商
船
の
往

来
が
確
認
さ
れ
、
十
三
世
紀
半
ば
の
史
料
に
、
倭
船
の
往
来
が

銅 

銭
永
楽
通
宝
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「
四
五
十
舟
を
下
ら
ず
」
と
あ
る
の
で
、
年
平
均
で
二
十
～
三
十
隻
程
度
の
往
復
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
考
古
学
的
な
資
料
に
拠
れ
ば
・
・
・

　

貿
易
都
市
博
多
で
出
土
し
た
銅
銭
の
枚
数
を
調
べ
た
最
新
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
前
半
と
十
五

世
紀
後
半
と
に
数
量
的
な
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
の
間
に
挟
ま
れ
た
時
期
と
し
て
十
四
世
紀
後
半
に
顕
著
な

落
ち
込
み
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　

こ
の
低
調
期
は
、
ま
さ
し
く
征
西
府
勢
力
が
九
州
北
部
に
覇
を
築
い
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

征
西
府
懐
良
の
周
辺
で
は
貨
幣
の
絶
対
的
な
流
通
量
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
、
中
国
か
ら
銅

銭
を
大
量
に
入
手
す
る
こ
と
が
同
政
権
の
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
い
る
。

　
明
の
使
者
が
博
多
に
向
か
う

　

文
中
元
年
／
応
安
五
年
（1372

）、
懐
良
親
王
を
冊さ
く

封ほ
う

（
称
号
・
任
命
書
・
印
章
な
ど
の
授
受
を
媒
介
と
し
て
取

り
結
ぶ
名
目
的
な
君
臣
関
係
）す
る
た
め
に
明
州（
寧
波
）か
ら
出
帆
し
た
明
使
は
、仲
ち
ゅ
う

猷ゆ
う

祖そ

闡せ
ん（

臨
済
宗
大だ

い

慧え

派
僧
）

と
無む

逸い
つ

克こ
く

勤ご
ん（

天
台
宗
系
教
僧
）ほ
か
で
あ
る
。
こ
の
前
後
の
明
側
史
料
に
は
、「
日
本
国
王
良り
ょ
う

懐か
い

」と
見
え
、

つ
ま
り
懐
良
は
「
日
本
国
王
」
に
擬な
ぞ
らえ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

　
し
か
し
突
然
明
使
は
捕
縛
さ
れ
た

　

仲
猷
・
無
逸
ら
明
使
一
行
は
、
そ
の
年
五
月
、
九
州
博
多
に
上
陸
し
、
行
き
先
は
懐
良
が
待
つ
大
宰
府

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
使
者
た
ち
は
上
陸
す
る
や
突
然
引
捕
え
ら
れ
、
博
多
の
聖
福
寺
に
監
禁
さ

れ
て
し
ま
う
。

　
「
日
本
国
王
」
の
地
に
上
陸
し
た
筈
な
の
に
、
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
な
の
か
？
。
使
者
た
ち
が

驚
く
の
は
当
然
だ
が
、
実
は
、
こ
の
わ
ず
か
半
年
ほ
ど
の
間
に
、
九
州
の
情
勢
は
大
き
く
転
換
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
九
州
探
題
今
川
了
俊
が
太
宰
府
に

　

遡
っ
て
正
平
十
六
年
（1361

）
に
、
懐
良
親
王
は
大
宰
府
に
入
っ
て
、
南
朝
の
九
州
攻
略
が
成
功
し
た
。

懐
良
が
最
初
に
明
使
に
接
見
し
、
明
使
を
斬
り
捨
て
た
正
平
二
十
四
年
（1369

）
は
、
ま
さ
に
九
州
南
朝

の
全
盛
の
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。一
方
、幕
府
は
そ
の
体
制
に
楔
を
打
ち
込
む
た
め
、建
徳
二
年（1371

）、

九
州
探
題
と
し
て
足
利
一
門
の
今
川
了
俊
が
派
遣
さ
れ
た
。

　

了
俊
は
法
名
で
、
出
家
す
る
以
前
は
貞さ
だ

世よ

と
名
乗
っ
て
い
た
。
武
人
と
し
て
の
実
力
は
こ
の
九
州
攻
略

で
証
明
さ
れ
た
が
、
行
政
や
政
治
家
と
し
て
の
手
腕
に
も
秀
で
、
ま
た
歌
人
と
し
て
も
盛
名
が
高
く
、
鄙ひ
な

び
た
九
州
で
は
雅み
や

び
な
文
化
人
と
し
て
輿よ

望ぼ
う

を
負
い
、
九
州
攻
略
を
有
利
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
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九
州
探
題
は
征
西
府
を
包
囲
す
る

　

今
川
は
着
々
と
大
宰
府
を
包
囲
す
る
体
制
を
作
り
上
げ
、
了
俊
自
身
が
九
州
に
渡
っ
た
の
は
こ
の
年
の

十
二
月
だ
っ
た
。
懐
良
親
王
が
二
度
目
の
明
使
、
趙
秩
に
対
し
て
明
に
称
臣
入
貢
す
る
こ
と
を
伝
え
、
祖

来
と
と
も
に
帰
国
さ
せ
た
の
は
、
丁
度
こ
の
頃
で
、
最
初
の
明
使
が
訪
れ
た
二
年
前
と
は
、
征
西
府
を
取

り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
明
使
一
行
は
捕
縛
さ
れ
て
・
・
・

　

今
川
は
文
中
元
年
（1372

）
の
六
月
、
征
西
将
軍
の
懐
良
を
追
い
、
太
宰
府
を
奪
回
し
て
北
朝
方
の
拠

点
と
し
た
。
博
多
に
上
陸
し
た
明
使
の
仲
猷
・
無
逸
ら
一
行
を
捕
ら
え
た
の
は
、
九
州
探
題
の
今
川
了
俊

だ
っ
た
。
し
か
し
、捕
ら
え
た
了
俊
と
し
て
も
、突
如
と
し
て
現
わ
れ
た
異
国
の
使
節
の
対
処
に
は
戸
惑
っ

た
よ
う
だ
。
敵
の
本
拠
、
大
宰
府
を
攻
め
よ
う
と
い
う
戦
支
度
の
真
最
中
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
明
使
と
幕
府
と
の
交
渉

　

明
の
使
者
た
ち
は
百
日
余
り
の
間
、
聖
し
ょ
う

福ふ
く

寺じ

に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
監
禁
生
活
の

間
に
、
征
西
府
懐
良
ら
は
今
川
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
筑
後
に
追
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
上

洛
し
て
時
の
権
力
者
の
将
軍
義
満
に
謁
見
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。こ
の
と
き
、京
都
の
政
権
と
渡
り
合
っ

て
彼
ら
の
上
洛
を
実
現
さ
せ
た
の
は
椿ち
ん

庭て
い

海か
い

寿じ
ゅ

と
い
う
日
本
人
の
入
明
僧
だ
っ
た
。
椿
庭
は
、「
日
本
国

王
良
懐
」
宛
て
の
明
使
（
無
逸
・
仲
猷
ら
一
行
）
に
先
立
っ
て
日
本
に
戻
さ
れ
て
い
た
が
、
五
年
越
し
の
対

日
交
渉
が
実
る
か
ど
う
か
の
瀬
戸
際
だ
っ
た
の
で
、
正
式
な
日
明
関
係
の
構
築
が
進
展
す
る
よ
う
に
、
洪

武
帝
が
彼
を
事
前
に
派
遣
し
た
も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
も
や
都
に
留
め
置
か
れ
る

　

無
事
に
上
洛
し
た
も
の
の
、
明
使
一
行
は
京
都
で
さ
ら
に
二
ヶ
月
余
り
逗
留
さ
れ
た
の
で
、
博
多
で
の

勾
留
を
含
め
る
と
、
一
年
以
上
の
歳
月
を
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
日
本
国
王
」
号
を
め
ぐ
っ
て
・
・
・

　

室
町
幕
府
が
瞠
目
し
た
の
は
、
懐
良
が
明
皇
帝
に
対
し
て
称
臣
入
貢
を
申
し
入
れ
て
認
め
ら
れ
、
す
で

に
「
日
本
国
王
」
と
し
て
認
証
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
懐
良
は
、
貿
易
の
利
を
介
し
て
九
州
の
諸
勢
力
を

手て

懐な
ず

け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、
懐
良
の
勢
力
を
九
州
か
ら
完
全
に
駆
逐
し

て
、
将
軍
自
身
が
「
日
本
国
王
」
に
な
る
べ
き
だ
、
と
義
満
は
思
っ
た
よ
う
だ
。「
日
本
国
王
」
号
を
巡

る
争
い
、
貿
易
権
の
争
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
倭
寇
に
対
処
す
べ
し
・
・
・

　

ま
た
、
明
使
無
逸
ら
と
の
接
触
を
通
じ
て
幕
府
が
認
識
し
た
の
は
、
明
の
対
日
交
渉
の
目
的
が
、
倭
寇

問
題
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
交
渉
相
手
と
し
て
、
明
が
幕
府
将
軍
で
は
な
く
征
西
府
の
懐
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良
を
選
ん
だ
の
は
、
彼
が
明
か
ら
の
倭
寇
禁き
ん

遏あ
つ

要
求
に
応
じ
た
か
ら
で
あ
り
、
倭
寇
問
題
に
対
処
で
き
れ

ば
対
明
交
資
格
を
持
ち
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　
義
満
は
国
書
を
携
行
さ
せ
る

　

文
中
三
年
（1374

）、
義
満
は
仲
猷
・
無
逸
ら
明
使
一
行
を
帰
国
さ
せ
た
が
、
聞も
ん

渓け
い

円え
ん

宣せ
ん

・
子し

建け
ん

浄じ
ょ
う

業ご
う

ら
を
同
行
さ
せ
て
、
自
ら
の
名
義
の
国
書
を
携
行
さ
せ
た
。
ま
た
、
明
側
の
歓
心
を
買
う
べ
く
、
倭
寇
の

捕
虜
百
五
十
人
を
併
せ
て
送
還
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
タ
ブ
ー
に
挑
戦
し
た
若
き
義
満

　

書
状
で
国
交
を
求
め
る
と
い
う
義
満
の
対
応
は
、
当
時
の

幕
府
内
で
は
非
常
な
英
断
で
あ
っ
た
。
管
領
の
細
川
頼
之
ほ

か
、
明
使
を
京
に
入
れ
る
こ
と
す
ら
反
対
の
意
見
が
多
か
っ

た
か
ら
で
、
わ
ず
か
十
六
歳
の
少
年
将
軍
が
、
遣
唐
使
停
止

以
来
の「
タ
ブ
ー
」を
跳
ね
返
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い（
参

考
書
：
橋
本
雄
著
、N

H
K

さ
か
の
ぼ
り
日
本
史
外
交
篇
）。

　
義
満
、
第
一
回
目
の
挫
折

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
対
応
で
明
と
の
交
流
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
明
は
「
人
臣
に
外

交
な
し
」
と
い
う
原
則
を
掲
げ
て
い
た
の
で
、洪
武
帝
は
、義
満
の
答
使
の
入
貢
を
拒
否
し
た
。「
表
」（
上

表
文
）
が
無
く
、「
国
臣
」
の
書
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
理
由
だ
っ
た
。

　

将
軍
義
満
が
「
国
臣
」
で
あ
る
と
は
、「
日
本
国
王
」
に
認
定
さ
れ
た
「
良
懐
」
の
臣
下
を
意
味
し
、

陪
臣
が
表
文
を
皇
帝
に
奉
る
こ
と
は
無
礼
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
度
「
国
王
」
と
し
て
懐
良
親
王

を
認
定
し
た
の
で
、安
易
に
そ
れ
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
義
満
の
外
交
デ
ビ
ュ
ー
は
空
し
く
散
っ
た
。

　
義
満
、
二
回
目
の
苦
悩

　

義
満
が
挫
折
し
た
直
後
の
一
三
七
四
年
六
月
、「
日
本
国
」
か
ら
倭
寇
に
掠
り
ゃ
く

奪だ
つ

さ
れ
た
中
国
人
一
〇
九

人
を
返
還
す
る
使
節
が
入
朝
し
、
ま
た
そ
の
翌
年
、「
日
本
国
」
か
ら
の
「
入
貢
」
使
が
明
に
、
と
の

記
録
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
日
本
国
王
良
懐
」
の
名
義
を
騙
っ
て
入
朝
し
た
と
考
え
ら
れ
、
翌
々
年
の

一
三
七
六
年
四
月
に
も
、「
日
本
国
王
良
懐
」
が
僧
圭け
い

庭て
い

用よ
う

（
廷て

い

用よ
う

文ぶ
ん

珪け
い

）
を
遣
わ
し
て
上
表
し
、
馬
な
ど

を
献
上
し
た
。
次
い
で
一
三
七
九
年
閏
五
月
に
も
「
日
本
国
王
良
懐
」
が
劉
り
ゅ
う

宗そ
う

秩ち
つ

・
通
事
尤ゆ
う

虔け
ん

ら
を
遣
わ

し
た
、
と
さ
れ
、
い
ず
れ
も
通
交
に
成
功
し
て
い
た
。
前
者
は
後
円
融
天
皇
の
命
を
受
け
て
、
ま
た
後
者

は
北
朝
政
権
の
偽
使
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
明
朝
で
粛
正
が
起
こ
る

　

明
を
建
国
し
た
洪
武
帝
は
、
自
分
が
老
い
る
に
従
っ
て
後
継
を
心
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
洪
武
十
三
年

足利義満木像（等持院蔵）
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（1380

）
に
宰
相
胡こ

惟い

庸よ
う

が
造
反
の
罪
で
処
刑
さ
れ
、
こ
れ
を
切
っ
掛
け
と
し
て
功
臣
の
粛
清
が
始
ま
っ

た
（
胡
惟
庸
の
獄
）。

　

同
年
五
月
、「
日
本
国
王
良
懐
」
が
僧
慶け
い

有ゆ
う

を
遣
わ
し
た
が
、「
不
誠
」
を
理
由
に
退
け
ら
れ
る
。
九
月

に
は
、「
征
夷
将
軍
源
義
満
」
名
で
、
僧
明み
ょ
う

悟ご

・
法ほ
う

助じ
ょ

ら
を
派
遣
し
た
が
拒
否
さ
れ
、
連
続
し
て
義
満
の

失
敗
と
な
っ
た
。

　
明
と
の
断
交
は
続
く

　

一
三
八
一
年
七
月
の
僧
如じ
ょ

瑤よ
う

、
八
六
年
十
一
月
の
僧
宗そ
う

嗣し

亮り
ょ
うは

、
い
ず
れ
も
「
日
本
国
王
良
懐
」
の
名

義
に
よ
る
使
節
で
あ
っ
た
が
入
貢
を
拒
否
さ
れ
る
。
慮
お
も
ん
ば
かる

に
、
八
〇
年
の
「
胡
惟
庸
の
獄
」
以
後
、
明

側
の
姿
勢
は
硬
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
事
件
は
、
建
国
の
功
臣
だ
っ
た
胡
惟
庸
を
「
謀
反
」
の
罪

で
処
刑
し
、
皇
帝
の
専
制
権
力
を
確
立
し
た
、
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
林
賢
の
ク
ー
デ
タ
加
担
が
「
発
覚
」

し
た
の
は
八
六
年
で
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
明
側
の
対
日
姿
勢
は
慎
重
に
な
っ
て
い
て
、
ほ
ぼ
七
年
に
わ
た
る

日
明
外
交
の
空
白
期
間
が
続
い
た
。

　
義
満
は
国
内
の
危
機
を
乗
り
越
え
て

　

将
軍
義
満
は
、
朝
廷
内
の
官
位
を
駆
け
上
り
、
准じ
ゅ

三さ
ん

后ご
う

と
な
り
、
応
永
二
年
（1395

）
に
は
太
政
大
臣

を
辞
し
て
出
家
す
る
（
道
有
と
号
し
、
の
ち
、
道
義
と
改
め
る
）。

　

国
内
で
絶
対
的
な
自
由
を
手
に
し
た
義
満
は
、
同
年
、
九
州
で
独
自
な
外
交
活
動
を
繰
り
広
げ
る
探
題

の
今
川
了
俊
を
解
任
し
、応
永
六
年
、大
内
義
弘
を
滅
ぼ
し
て
（
応
永
の
乱
）、生
涯
最
大
の
危
機
を
乗
り
切
っ

た
。国
内
の
体
制
固
め
に
腐
心
し
た
義
満
は
、明
朝
と
の
冊
封
関
係
を
成
就
す
る
た
め
に
活
動
を
再
開
し
た
。

　
建
文
帝
が
即
位
す
る

　

一
三
九
八
年
（
洪
武
三
十
一
年
）、
明
朝
で
は
太
祖
朱
元
璋
（
洪
武
帝
）
が
死
去
し
、
明
朝
二
代
皇
帝
と
し

て
建
文
帝
が
即
位
し
た
。
初
代
・
洪
武
帝
の
長
男
で
皇
太
子
だ
っ
た
朱し
ゅ

標ひ
ょ
うが

す
で
に
死
去
し
た
た
め
、
そ

の
次
男
が
皇
太
孫
に
立
て
ら
れ
、
祖
父
の
崩
御
に
さ
い
し
て
後
継
ぎ
と
な
る
。

　
義
満
の
外
交
は
三
回
目
に
成
就
す
る

　

頑
迷
に
義
満
の
外
交
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
洪
武
帝
が
去
っ
て
、
そ
の
嫡
孫
が
即
位
し
た
と
い
う

情
報
は
、
筑
紫
の
客
商
、
肥こ
い

富つ
み

某
に
よ
っ
て
速
や
か
に
将
軍
の
下
に
届
け
ら
れ
た
。
当
時
は
日
中
交
易
は

禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
人
、
肥
富
は
、
恐
ら
く
密
貿
易
で
両
国
を
往
来
し
て
い
た
博
多
の
商
人
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
建
文
帝
に
国
書
を
送
る

　

応
永
八
年
（1401

）
八
月
、「
日
本
准
三
后
道
義
」
の
名
で
起
草
さ
れ
た
国
書
を
携
え
て
、
肥
富
と
将

軍
の
側
近
、
祖そ

あ阿
（
同
朋
衆
の
素そ

あ

み
阿
弥
）
は
明
へ
渡
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
建
文
帝
側
の
反
応
も
速
や
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か
で
、
義
満
を
「
日
本
国
王
」
と
し
て
認
め
る
べ
く
、
翌
年
の
一
四
〇
二

年
に
は
明
使
が
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
。

　
明
朝
の
事
情
で
・
・
・

　

従
前
と
は
異
な
っ
て
、
明
朝
は
何
故
こ
の
よ
う
な
迅
速
な
動
き
を
見
せ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
初
代
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
、
建
文
帝
の
叔

父
に
当
た
る
朱し
ゅ
て
い棣

（
後
の
永
楽
帝
）
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
で
あ
っ
た
。
彼
は

有
能
な
人
物
で
、
燕え
ん

王
（
北
京
の
首
長
）
と
し
て
明
朝
の
北
方
を
守
っ
て
い
た
が
。
彼
が
皇
位
を
窺
お
う
と

し
て
い
た
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

建
文
帝
は
遠
交
近
攻
策
を
採
る
べ
く
、
日
本
の
足
利
義
満
に
接
近
し
、
や
が
て
は
冊
封
す
る
こ
と
で
抱

き
込
も
う
と
し
て
い
た
の
で
は
、
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
建
文
帝
の
使
者
が
義
満
の
許
へ

　

義
満
─
出
家
後
は
「
源
道
義
」
と
名
乗
る
─
を
「
日
本
国
王
」
に
仮
認
定
す
る
旨
を
認
め
た
建
文
帝

の
詔
書
＝
国
書
は
、
応
永
九
年
（1402

）
二
月
、
天て
ん
り
ん
ど
う
い

倫
道
彝
（
臨
済
宗
大
慧
派
、
さ
き
の
仲
猷
祖
闡
の
法
叔
）・

一い
ち
あ
ん
い
ち
に
ょ

庵
一
如
（
天
台
宗
系
教
僧
）
の
二
僧
に
託
さ
れ
、
南
京
を
発
っ
た
。
同
年
九
月
、
北
山
殿
（
現
・
金
閣
寺
）

で
義
満
は
こ
の
使
者
を
接
見
す
る
。
こ
こ
に
日
中
の
国
交
は
、
お
よ
そ
五
百
年
ぶ
り
に
正
式
に
開
か
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
義
満
四
十
五
歳
。
は
じ
め
て
洪
武
帝
に
書
を
送
っ
て
か
ら
二
十
八
年
目
の
出

来
事
で
あ
る
。

　
貴
族
の
反
発

　

応
永
九
年
の
明
使
が
も
た
ら
し
た
建
文
帝
の
国
書
＝
詔
書
に
は
、「
爾
な
ん
じ

日
本
国
王
源げ
ん
ど
う
ぎ

道
義
」
と
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
対
し
て
あ
る
貴
族
は
「
今
度
の
返へ
ん
ち
ょ
う牒、
書
き
様
以も
つ

て
の
外ほ
か

な
り
、
是
れ
天
下
の
重
事
な
り
」

と
憤ふ
ん
ま
ん懣

を
隠
さ
な
か
っ
た
と
い
う
（『
福
照
院
関
白
記
』）。
義
満
が
事
実
上
、
明
か
ら
「
日
本
国
王
」
に
認

証
さ
れ
た
こ
と
へ
の
嫌
悪
感
の
表
明
で
あ
ろ
う
。

　
経
済
的
な
求
心
力
を
求
め
て

　

義
満
が
「
日
本
国
王
」
と
し
て
認
定
・
冊
封
さ
れ
た
こ
と
に
は
、「
皇
位
簒さ
ん

奪だ
つ

計
画
」
で
は
、
と
の
指

摘
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
今
で
は
否
定
さ
れ
、
自
ら
が
帝
王
（
ま
た
は
天
皇
）
と
な
る
と
い
う
政
治
的
な

意
味
は
無
く
、
ま
た
野
心
も
全
く
考
え
ら
れ
な
い
、
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。

　

貿
易
の
も
た
ら
す
経
済
的
・
文
化
的
な
求
心
力
を
獲
得
し
、
こ
れ
を
彼
は
権
勢
の
源
泉
と
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
量
の
銅
貨
や
、貴
族
社
会
が
求
め
て
止
ま
な
い
「
唐
物
」
な
ど
の
優
れ
た
品
々

の
獲
得
は
、
恐
ら
く
そ
の
手
立
て
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
明
朝
で
は
─
─

　
永
楽
帝
が
即
位
す
る

明朝二代皇帝
建文帝
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こ
う
し
て
、
よ
う
や
く
義
満
は
、
日
明
交
流
の
重
い
門
戸
を
開
い
た
の
で
あ
る
が
、
時
し
も
、
彼
の
地
、

明
国
で
は
重
大
な
政
変
が
起
こ
っ
た
。

　

朱
棣
の
燕
王
府
は
皇
帝
側
を
攻
撃
し
て
、同
年
の
六
月
、南
京
が
陥
落
す
る
。建
文
帝
は
行
方
が
知
れ
ず
、

朱
棣
は
南
京
で
即
位
し
た
（
靖せ

い
な
ん難
の
変
）。「
建
文
」
の
年
号
を
廃
し
て
「
洪
武
」
に
編
入
し
た
上
、
自
ら

は
洪
武
帝
を
継
い
で
二
世
皇
帝
と
称
し
、
永
禄
帝
の
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
年
六
月
に
即
位
し
た
永
楽
帝
は
、
翌
年
（1403

）
の
八
月
に
は
日
本
へ

の
明
使
（
趙
居
任
ら
）
の
派
遣
を
決
定
す
る
。

　
永
楽
帝
は
義
満
を
册
封
す
る

　

義
満
は
、
明
朝
の
大
き
な
転
換
を
知
り
、
同
年
の
十
月
、
遣
明
使
（
堅
中

圭け
い
み
つ密
ら
）
が
朝
貢
す
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
永
楽
帝
は
、
堅
中
一
行
の
帰
国
に

合
わ
せ
て
明
使
趙
居
任
ら
を
派
遣
し
、
義
満
に
対
し
て
誥こ
う
め
い命

（
辞
令
書
）・
金
印
（「
日
本
国
王
之
印
」
と
刻
ん

だ
印
章
）・
日
明
永
楽
勘
合
を
下
賜
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
応
永
十
一
年
（1404

）
五
月
、
京
都
の
義
満
の
許

に
届
き
、
日
明
関
係
の
安
定
し
た
継
続
性
が
保
証
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

　
義
満
が
册
封
さ
れ
た
の
は
・
・
・

　

建
文
帝
の
国
書
を
受
け
た
応
永
九
年
（1402

）
で
は
無
く
、正
し
く
は
、永
楽
帝
が
下
付
さ
れ
た
「
金
印
」、

「
勘か
ん

合ご
う

」
な
ど
を
義
満
が
受
領
し
た
０
４
年
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
義
満
が
行
っ
た
明
使
接
見
儀
礼

　

た
だ
し
、
当
時
の
室
町
時
代
の
人
々
が
大
き
な
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
応
永
九
年
の
明
使
接
見
だ
っ
た

の
で
、
こ
こ
で
は
、
最
初
の
接
見
の
折
り
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
儀
礼
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ど
の
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
た
の
か
、
先
ず
日
本
側
の
史
料
に
よ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ

し
、
第
一
に
注
目
さ
れ
る
史
料
の
『
宋
朝
僧
棒
返
牒
記
』
で
は
、
義
満
自
身
が
や
や
尊
大
な
態
度
を
取
っ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
第
二
の
資
料
と
し
て
の
『
満
済
准
后
日
記
』
の
記
事
で
は
、
義
満
が
鄭

重
に
過
ぎ
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
両
者
は
対
極
的
な
論
調
で
書
か
れ
て
お
り
、

同
じ
儀
式
を
描
く
と
い
っ
て
も
食
い
違
う
部
分
が
少
な
く
な
い
が
、後
者
は
約
三
十
年
後
の
も
の
な
の
で
、

史
料
の
同
時
代
性
と
い
う
観
点
で
は
前
者
が
優
位
に
あ
る
が
、
両
者
の
記
述
の
態
度
が
そ
も
そ
も
異
な
っ

て
い
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
宋
朝
僧
棒
返
牒
記
』
は

　
「
宋
朝
の
僧
が
返
牒
を
捧
げ
る
の
記
」
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
、
接
見
儀
礼
に
参
席
し
た
顔

ぶ
れ
や
行
列
の
次
第
な
ど
が
見
て
と
れ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　
「
返
牒
記
」
は
、
朝
廷
の
記
録
係
と
も
い
う
べ
き
小お
づ
き槻

氏
（
壬み

ぶ
か
ん
む

生
官
務
家
）
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
同
時
代

明朝皇帝・永楽帝
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に
記
録
・
編
集
さ
れ
た
も
の
で
、（
１
）「
応
永
九
年
九
月
五
日
記
」、（
２
）「
唐
僧
御
対
面
歴り
ゃ
く
み
ょ
う

名
」、（
３
）

「
唐
僧
御ご
そ
う
か
ん
ぎ

相
看
儀
次
第
」
の
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
新
補
の
表
紙
に
打う
ち
つ
け付
で
、「
唐応
永
九
年

僧
来
朝
棒
宋
朝
返
牒

記
」
と
外げ
だ
い題
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
目
録
上
の
書
名
「
宋
朝
僧
棒
返
牒
記
」
は
こ
れ
に
拠
っ
た
も
の
と

見
ら
れ
て
い
る
。
王
朝
名
と
し
て
「
宋
」
を
用
い
、
人
や
地
域
に
「
唐
」
を
冠
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は

来
朝
し
た
の
は
明
か
ら
の
使
者
で
あ
っ
た
。

　
『
満
済
准
后
日
記
』
は

　

醍
醐
寺
座
主
で
あ
っ
た
満
済
の
日
記
で
、
記
名
は
後
人
の
命
名
で
、
自
筆
本
の
大
部
分
が
現
存
し
て
い

る
。
各
部
分
は
、
国
立
国
会
図
書
館
、
醍
醐
寺
三
宝
院
に
所
蔵
（
重
要
文
化
財
）
さ
れ
る
他
、
一
部
は
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
、
京
都
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

巻か
ん

子す

本ぼ
ん

（
巻
物
の
装
丁
本
）
に
は
当
年
の
具
注
暦
を
用
い
て
覚
書
の
よ
う
な
簡
略
な
記
述
を
行
う
一
方
、

冊
子
本
が
白
紙
や
反
故
文
書
の
紙
背
を
用
い
て
詳
密
な
記
事
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
満
済
が

日
記
を
書
い
て
い
く
過
程
で
、
次
第
に
記
事
が
増
え
た
た
め
に
暦
に
書
き
切
れ
ず
、
途
中
か
ら
改
め
て
冊

子
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

満
済
は
将
軍
義
持
・
義
教
の
護
持
僧
と
し
て
近
侍
し
た
の
で
、
初
期
に
は
禳
災
祈
祷
の
記
事
が
多
い
が
、

や
が
て
「
黒
衣
の
宰
相
」
と
称
さ
れ
る
如
く
幕
政
の
枢
密
に
も
携
わ
る
よ
う
に
な
る
と
、
幕
府
内
外
の
政

治･

外
交
の
機
微
に
関
わ
る
記
述
が
豊
富
と
な
っ
て
い
る
。
満
済
は
情
報
を
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
し
、

直
接
関
与
・
見
聞
し
た
こ
と
に
の
み
記
述
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
自
制
的
な
態
度
が
認
め
ら
れ
、
史
料
と

し
て
の
信
憑
性
は
極
め
て
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
当
代
き
っ
て
の
学
僧
・
文
化
人
で
あ
る
故
に
、
将
軍
・

朝
廷
か
ら
民
衆
に
至
る
ま
で
そ
の
見
識
は
広
く
、
室
町
前
期
の
年
中
行
事
や
世
相
・
文
化
・
思
想
を
知
る

上
で
も
欠
か
せ
な
い
根
本
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。

　
儀
礼
の
大
要
は
・
・
・

　

橋
本 

雄
著
『
日
本
国
王
と
勘
合
貿
易
』（2013

年N
H
K

出
版
発
行
）
に
は
、
上
記
の
資
料
に
明
朝
の
規

定
を
参
考
に
し
て
推
測
し
た
、
義
満
の
明
使
接
見
儀
礼
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
概
略
を

記
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
明
使
が
到
着
す
る
と
・
・
・

　

応
永
九
年
八
月
五
日
、
明
使
の
天
倫
道
彝
・
一
庵
一
如
が
兵
庫
津
に
到
着
し
、
上
洛
し
て
仁
和
寺
エ
リ

ア
の
法
住
寺
に
寄
宿
し
た
が
、
門
に
は
兵
士
を
つ
け
て
護
衛
さ
せ
、
軟
禁
状
態
に
置
か
れ
た
。

　

九
月
五
日
、
義
満
の
明
使
接
見
儀
礼
は
北
山
殿
寝
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
公
卿
・
殿
上
人
た
ち
が
列

立
し
て
、
明
使
一
行
を
迎
え
る
。
儀
礼
の
式プ
ロ
グ
ラ
ム

次
第
を
推
測
す
る
に
、
明
使
が
儀
場
に
入
っ
て
く
る
と
、
義

満
は
南
面
し
た
曲
き
ょ
く

彔ろ
く

（
背
の
寄
り
か
か
り
を
半
円
形
に
曲
げ
、
脚
をX

字
形
に
交
差
さ
せ
た
椅
子
で
、
最
も
高
位
の
位
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明
暦

明
か
ら
日
本
へ

日
本
か
ら
明
へ

太
祖
朱
元
璋
、
最
初
の
使
者
を
日
本
に
派
遣
。
使
者
は
倭
寇
に
殺
害
さ
れ
る

楊
載
・
呉
文
華
ら
７
人
を
日
本
に
派
遣
。
５
人
が
懐
良
親
王
に
殺
害
さ
れ
る
。

楊
載
・
趙
秩
ら
を
日
本
に
派
遣
。

懐
良
親
王
の
使
者
僧
祖
来
ら
入
貢

冊
封
使
と
し
て
仲
猷
祖
闡
・
無
逸
克
勤
ら
８
人
の
派
遣
を
決
定

仲
猷
祖
闡
・
無
逸
克
勤
ら
懐
良
親
王
を
冊
封
す
る
た
め
に
明
州
（
寧
波
）
か
ら
出
帆
し
て
博
多
に
到
着
。

九
州
探
題
今
川
了
俊
に
よ
っ
て
聖
福
寺
に
抑
留
さ
れ
る

仲
猷
祖
闡
・
無
逸
克
勤
ら
上
洛
。
足
利
義
満
と
会
見

義
満
の
使
者
聞
渓
円
宣
・
子
建
浄
業
ら
入
貢
。
無
表
の
た
め
斥
け
ら
れ
る
。
島
津
氏
久
の
使
者
僧
道
幸
ら
入
貢
。
陪
臣

の
た
め
斥
け
ら
れ
る
。「
日
本
国
」、
倭
寇
に
掠
奪
さ
れ
た
中
国
人109

人
を
返
還
。

「
日
本
国
」
入
貢

日
本
国
王
良
懐
の
使
者
僧
廷
用
文
珪
ら
入
貢

日
本
国
王
良
懐
の
使
者
劉
宗
秩
・
通
事
尤
虔
ら
入
貢

「
胡
惟
庸
の
獄
」
勃
発　

日
本
国
王
良
懐
の
使
者
僧
慶
有
ら
入
貢
。
無
表
と
不
誠
の
た
め
斥
け
ら
れ
る
。
征
夷
将
軍
源

義
満
の
使
者
僧
明
悟
・
法
助
ら
入
貢
。
無
表
の
た
め
斥
け
ら
れ
る
。「
日
本
国
王
」
を
叱
責
す
る
詔
を
発
す
る

「
林
賢
事
件
」
発
生　

日
本
国
王
良
懐
の
使
者
僧
宗
嗣
亮
ら
入
貢
。
斥
け
ら
れ
る

日
本
国
王
良
懐
の
使
者
僧
如
瑤
ら
入
貢
。
入
貢
を
拒
絶
し
て
日
本
国
王
を
叱
責
。
同
時
に
日
本
征
夷
大
将
軍
を
叱
責

太
祖
朱
元
璋
死
去
。
建
文
帝
即
位

日
本
国
准
三
后
源
道
義
、
祖
阿
・
肥
富
ら
を
明
に
派
遣

1404

建
文
帝
、
天
倫
道
彝
ら
を
日
本
に
派
遣
し
、
義
満
に
大
統
暦
を
下
賜
。
義
満
が
明
使
を
謁
見
す
る
。
南
京
陥
落
。
永
楽

帝
即
位

日
本
国
王
源
道
義
の
使
者
堅
中
圭
密
ら
入
り
貢
。
永
楽
帝
、
使
者
趙
居
任
ら
を
派
遣
し
て
義
満
を
日
本
国
王
に
冊
封

す
る

日
本
国
王
源
道
義
の
使
者
明
室
梵
亮
ら
入
貢
。
日
本
国
王
源
道
義
の
使
者
永
俊
ら
入
り
貢
。

洪武
１
年

11
月

正
平
23
年

応
安
元
年

年
号

正
平
24
年

応
安
２
年

建
徳
元
年

応
安
３
年

建
徳
２
年

応
安
４
年

文
中
元
年

応
安
５
年

文
中
２
年

応
安
６
年

文
中
３
年

応
安
６
年

天
授
元
年

永
和
元
年

天
授
２
年

永
和
２
年

天
授
３
年

永
和
３
年

天
授
４
年

永
和
４
年

天
授
５
年

康
暦
元
年

天
授
６
年

康
暦
２
年

弘
和
元
年

永
徳
元
年

弘
和
２
年

永
徳
２
年

弘
和
３
年

永
徳
３
年

元
中
元
年

至
徳
元
年

元
中
２
年

至
徳
２
年

137713781382138313841385

元
中
３
年

至
徳
３
年

1387

元
中
４
年

嘉
慶
元
年

1388

元
中
５
年

嘉
慶
２
年

1389

元
中
６
年

康
応
元
年

1390

元
中
７
年

明
徳
元
年

1391

元
中
８
年

明
徳
２
年

1392

元
中
９
年

明
徳
３
年

1393

明
徳
４
年

1394

応
永
元
年

1395

応
永
２
年

1396

応
永
３
年

1397

応
永
４
年

応
永
５
年

応
永
６
年

応
永
７
年

応
永
８
年

応
永
９
年

13991400

応
永
10
年

応
永
11
年

金
閣
寺
が
創
建
さ
れ
る

義
満
は
左
大
臣
を
辞
任
す
る

義
満
は
源
氏
長
者
と
な
り
、
准
三
后
を
宣
下
さ
れ
る

義
満
が
土
岐
康
行
を
討
つ

南
北
朝
の
統
一
。「
相
国
寺
」
竣
工
す
る

義
満
は
将
軍
職
を
嫡
男
に
譲
っ
て
隠
居
す
る
。
太
政
大
臣
に
転
任
、
つ
づ
い
て
辞
任

義
満
は
室
町
に
「
花
の
御
所
」
の
造
営
を
始
め
る

日
明
勘
合
貿
易
始
ま
る

31
年
閏5

月 510152030 251
年

4
年

1
年

2
年

建文永楽
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置
づ
け
）
に
着
席
し
て
明
使
を
迎
え
る
。

　

明
使
が
階
段
を
上
り
、
義
満
に
捧
げ
る
よ
う
に
国
書
（
詔
書
）
を
高
机
に
置
き
、
曲
彔
に
向
か
う
と
、

義
満
は
国
書
に
対
し
て
跪
ひ
ざ
ま
づい
て
三
回
拝
礼
す
る
。

　
明
皇
帝
の
詔
書
を
迎
え
る
作
法
は
・
・
・

　

明
朝
初
期
の
『
大
明
集
礼
』
や
、
中
後
期
の
『
大
明
会
典
』
に
記
さ
れ
て
い
る
賓ひ
ん
れ
い礼

（
外
交
儀
礼
）
規

定
に
よ
る
と
、
蕃ば
ん
こ
く
お
う

国
王
が
明
皇
帝
か
ら
詔
書
や
勅
書
・
勅
諭
な
ど
を
受
領
す
る
と
き
に
は
、
明
か
ら
賜
与

さ
れ
た
冕べ
ん

服ぷ
く

（
礼
装
用
の
冠
と
衣
服
）
を
着
用
し
、
百
官
と
と
も
に
五
拝
・
四
拝
す
る
な
ど
、
数
多
の
決
ま
っ

た
所
作
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
明
の
規
定
し
て
い
た
作
法
を
義
満
は
す
べ
て
遵
守
し
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
ま
た
、
彼
は
鄭

重
に
振
る
舞
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
と
き
に
は
尊
大
な
態
度
を
列
席
し
た
公
卿
・
殿
上
人
た
ち

に
見
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
作
為
的
な
対
応
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

日
明
勘
合
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

　

明
と
朝
貢
国
間
の
正
式
の
来
貢
、
通
交
船
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
明
は
「
勘
合
」
を
発
行
し

た
が
、
日
明
の
勘
合
は
、
明
皇
帝
の
代
替
わ
り
毎
に
百
枚
ず
つ
賜し
き
ゅ
う給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
勘
合

と
は
、「
二
つ
の
も
の
を
考
え
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
が
転
じ
て
二
つ
の
札
を
付
き
合
わ
せ

て
立
証
を
行
う
証
明
書
の
こ
と
も
「
勘
合
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
こ
に
記
さ
れ
た
片
割
れ
の
文
字
は
、台
帳
（
底
簿
）
の
文
字
と
し
か
一
致
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

明
朝
で
は
、「
勘
合
」
を
「
底
簿
」
と
照
合
す
る
こ
と
で
、
そ
の
船
が
献
上
品
を
運
ん
で
き
た
船
か
ど
う

か
を
判
断
し
た
。
現
存
す
る
「
勘
合
」
の
例
が
無
い
の
で
、
形
状
・
大
き
さ
、
査
証
の
方
法
な
ど
は
分
か

ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
残
さ
れ
た
関
連
の
資
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
事
項
を
列
挙
し
て
み
た
い
。

　
「
勘
合
料
紙
印
形
」
は
・
・
・

　

当
初
、『
戊
子
入
明
記
』
に
記
さ
れ
た
も
の
が
、
日
本
に
給
付
さ
れ
た
勘
合
（
本
字
勘
合
）
の
形
状
と
考

え
ら
れ
た
。

　
『
戊
子
入
明
記
』
は
、
応
仁
二
年
（1468

）、
信
濃
国
の
僧
天て
ん

与よ

清せ
い

啓け
い

が
、
将
軍
義
政
の
命
に
よ
り
、
遣

明
正
使
と
し
て
渡
航
し
た
と
き
の
記
録
で
、
進
上
品
、
交
易
品
、
乗
組
員
の
構
成
、
勘
合
、
遣
明
船
の
警

備
等
、
日
明
関
係
の
具
体
的
な
内
容
を
伝
え
る
資
料
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
京
都
市
天
龍
寺
妙
智
院
に
残
さ
れ
た
も
の
は
、
清
啓
自
身
の
筆
で
は
な
く
、
後
年
の
天
文
年

間
、
明
に
渡
っ
た
策さ
く

彦げ
ん

周し
ゅ
う

良り
ょ
うが

、
過
去
の
先
例
も
参
考
と
し
て
記
し
た
抄
録
で
あ
る
。

　

勘
合
は
「
割
符
」
か
？

　

か
つ
て
は
、
日
明
勘
合
は
、
捺
印
し
た
紙
を
半
分
に
切
り
分
け
た
「
割
符
」、
あ
る
い
は
ハ
ン
コ
自
体
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を
折
半
し
た
「
半
印
」
の
如
き
も
の
と
さ
れ

て
き
た
が
、
橋
本
は
、
そ
の
ど
ち
た
で
も
無

く
、
む
し
ろ
文
書
を
書
込
む
用
紙
だ
っ
た
、

と
推
測
し
て
い
る
。

　

二
枚
の
紙
を
ず
ら
し
て
置
き
、
双
方
の
紙

に
掛
か
る
よ
う
に
捺
印
と
墨
書
を
す
る
と
い

う
、
割わ
り
い
ん
わ
り
が
き

印
割
書
を
施
し
た
料
紙
（
文
書
を
書
き

込
む
用
紙
）
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

勘
合
の
使
用
方
法
を
規
定
し
た
『
戊
子
入
明
記
』
の
宣
徳
八
年
六
月
日
付
け
礼
部
文
書
に
は
、「「
勘
合

の
内0

」
や
「
勘
合
の
上0

」
に
咨し

文
（
文
書
）
を
書
き
記
せ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
て
、こ
の
「
内
」
や
「
上
」

を
「
裏
」
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
日
明
勘
合
も
清
代
勘
合
と
同
様
に
、
中
国
で
予
め
表
の
面

に
印
刷
さ
れ
た
文
章
や
割
印
・
割
書
な
ど
の
余
白
に
、
日
本
の
外
交
文
書
が
書
き
込
ま
れ
た
、
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
割
印
と
し
て
捺
さ
れ
た
印
鑑
は
、
勘
合
を
発
行
し
た
部
署
で
あ
る
明
の
礼
部
（
外
務
省
に
相
当
）

の
官
印
「
禮
部
之
印
」
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
印
は
、
一
辺
十
セ
ン
チ
弱
の
朱
方
印
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

清
代
勘
合
の
実
例
や
記
録
上
の
勘
合
箱
の
大
き
さ
か
ら
、
縦
お
よ
そ
八
十
セ
ン
チ
、
横
百
セ
ン
チ
内
外
の

大
き
さ
の
勘
合
に
は
、
長
文
の
文
書
を
書
込
む
た
め
の
十
分
な
余
白
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
「
本
字
勘
合
」
に
文
書
を
記
入
し
た

　

ま
た
、
割
印
と
と
も
に
日
本
か
ら
明
へ
は
「
本0

字
幾
號
」
が
、
明
か
ら
日
本
へ
は
「
日0

字
幾
號
」
が
割

書
き
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
遣
明
使
船
は
「
本
字
壹
號
」
な
ど
の
勘
合
（
い
わ

ゆ
る
本
字
勘
合
）
に
日
本
側
外
交
文
書
を
書
き
込
ん
で
持
参
し
、逆
に
明
か
ら
日
本
へ
の
使
船
「
日
字
壹
號
」

な
ど
の
勘
合
（
い
わ
ゆ
る
日
字
勘
合
）
を
携
行
す
る
決
ま
り
だ
っ
た
（『
善
隣
国
宝
記
』
下
巻
三
号
文
書
に
、「
礼
部

が
日
本
に
日
字
一
号
勘
合
を
使
っ
て
文
書
を
書
き
送
っ
て
き
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
京
都
相
国
寺
の
僧
侶
瑞
渓

周
鳳
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
漢
文
に
よ
る
外
交
資
料
集
で
、
日
本
最
初
の
外
交
史
の
書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
）。

　

永
楽
帝
の
勅
書

　

応
永
十
四
年
（1407

）
に
遣
明
使
が
持
ち
帰
っ
た
明
・
永
楽
帝
の
勅
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（「
明
成
祖
勅
書
」

相
国
寺
蔵
）。
な
お
、「
成
祖
」
と
は
、
明
の
皇
帝
の
廟
号
で
、
皇
帝
が
死
亡
し
た
後
に
、
先
祖
の
廟
に
祭
る

時
の
名
前
で
あ
る
。
始
め
に
は
「
大た
い

宋そ
う

」
と
い
っ
た
が
、
の
ち
に
「
成
祖
」
と
改
称
さ
れ
た
。

　

年
号
の
上
に
押
さ
れ
た
印
文

　
「
広こ
う

運う
ん

之し

宝ほ
う

」
は
、
称
号
や
地
位
を
与
え
る
時
に
認
証
を
行
う
も
の
で
、
皇
帝
が
臣
下
に
与
え
る
も
の
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と
さ
れ
る
。
ま
た
、
勅
書
の
本
文
中
の
「
源
道
義
」
と
は
、
源
氏
系
の
足
利
氏
で
法

名
を
道
義
と
い
っ
た
義
満
の
こ
と
を
指
す
。

　
「
明
成
祖
勅
書
別
副
」

　

下
賜
さ
れ
た
物
品
名
を
一
覧
と
し
て
記
し
た
勅
書
の
別
副
が
、
徳
川
美
術
館
に
残

さ
れ
て
い
る
。

　

勘
合
貿
易
の
在
り
方
へ
の
批
判

　
「
勘
合
」
に
よ
る
貿
易
は
、
異
国
に
臣
従
す
る
形
式
を
と
る
朝
貢
＝
貿
易
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
室
町
幕
府
が
行
っ
た
貿
易
、
外
交
の
在
り
方
に
対
し
て
は
批
判
が
常
に

つ
い
て
回
っ
た
。
し
か
し
、
明
の
皇
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
日
本
国
王
」
号
は
、
通

交
上
の
名
義
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
な
か
で
、
諸
国

が
相
互
に
認
め
て
い
た
よ
う
に
、「
国
王
」
号
に
よ
っ
て
正
式
な
国
交
が
樹
立
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。

　

貿
易
の
権
益
に
よ
っ
て
、
国
内
諸
勢
力
の
関
心
は
室
町
将
軍
家
の
外
交
権
に
集
中

し
、将
軍
家
の
政
治
的
求
心
性
の
源
泉
の
一
つ
に
な
っ
た
。「
日

明
勘
合
」
は
外
交
資
格
証
明
の
手
段
と
し
て
、
将
軍
家
が
独
占

的
に
保
持
し
て
い
た
の
で
、
貿
易
を
望
む
も
の
は
将
軍
家
に
働

き
か
け
て
鎬し
の
ぎを

削
っ
た
。

　

遣
明
船
の
運
行
は
・
・
・

　

応
永
十
一
年
（1404

）
か
ら
天
文
十
六
年
（1547

）
ま
で
約

一
世
紀
半
の
間
に
十
七
次
（
延
べ
84
隻
）
に
の
ぼ
り
、
日
明
・
勘

合
貿
易
に
用
い
ら
れ
た
。

　

遣
明
船
は
当
初
、幕
府
が
船
主
と
な
っ
て
運
航
し
て
い
た
が
、

後
に
は
有
力
寺
社
（
相
国
寺
、
三
十
三
間
堂
な
ど
）
や
有
力
守
護
大

名
（
細
川
氏
、
大
内
氏
な
ど
）
が
船
主
と
な
り
、
こ
れ
に
博
多
や

堺
の
商
人
な
ど
が
結
び
つ
い
て
運
行
さ
れ
た
。
貿
易
の
主
導
権

を
巡
っ
て
細
川
氏
と
大
内
氏
が
争
い
、
大
永
三
年
（1523

）
に

寧
波
で
衝
突
（
寧
波
の
乱
）
し
た
の
ち
は
、
大
内
氏
が
貿
易
を
独

占
す
る
こ
と
と
な
り
、
本
拠
の
山
口
は
応
仁
の
乱
で
荒
廃
し
た

京
都
よ
り
繁
栄
し
た
と
い
う
。

　

応
永
十
三
年
（1406

）
に
帰
国
し
た
第
二
次
遣
明
船
は
、
六
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～
七
隻
だ
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
応
永
十
七
年
（1410

）
に
将
軍
義
持
が
中
止
す
る
ま
で
の

初
期
六
回
の
遣
明
船
の
規
模
は
同
程
度
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
一
年
の
中
断
を
経
て
、
将

軍
義
教
が
永
享
四
年
（1432

）
に
再
開
し
て
、
天
文
十
九
年
（1550

）
ま
で
に
十
一
次
五
十
一
隻
（
う
ち
、

幕
府
所
有
船
は
七
隻
、
朝
廷
船
一
隻
、
残
り
は
守
護
大
名
、
寺
社
所
有
船
）
が
渡
航
し
た
。

　

前
記
し
た
『
戊
子
入
明
記
』
に
よ
る
と
、
遣
明
船
は700

～1700

石
の
大
型
船
で150

人
程
度
の

乗
員
（
内
水
夫50
人
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
勘
合
貿
易
で
交
流
し
た
も
の
は
・
・
・

　

中
国
か
ら
は
銅
銭
、
生
糸
が
輸
入
さ
れ
、
ま
た
わ
が
国
か
ら
は
硫
黄
、
刀
剣
、
扇
な
ど
が
中
国
に
輸
出

さ
れ
た
。

　

大
陸
と
の
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
文
化
的
、
経
済
的
な
ア
イ
テ
ム
に
は
、
寺
社
の
建
立
、
建
築

様
式
・
美
術
・
工
芸
、
そ
の
他
数
多
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
室
町
時
代
に
入
っ
て
激
増
し
た
。

金
工
品
、
染
織
品
、
漆
器
、
陶
磁
器
の
ほ
か
、
書
画
、
典
籍
、
経
典
、
香
料
、
染
料
、
生
糸
に
ま
で
の
多

品
目
で
、
所
謂
「
唐
物
」
に
対
し
て
は
、
上
層
階
級
が
熱
狂
的
に
な
っ
て
こ
れ
を
受
入
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
動
静
は
、
政
権
・
興
隆
の
鍵
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
で
は
海
外
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

る
「
日
本
文
化
」
は
、
実
に
、
こ
の
こ
ろ
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

遣 

明 

船　
　

「
真
如
堂
縁
起
絵
巻
」
よ
り　
真
正
極
楽
寺
所
蔵

　
筆
者
は
、
掃か
も

部の

助す
け

久ひ
さ

国く
に　

大
永
四
年
（1524

）

　
紙
本
著
色
真
如
堂
縁
起 

は
三
巻
。

　
上
巻
は
、
天
台
宗
円
仁
ゆ
か
り
の
本
尊
で
あ
る
阿
弥

陀
如
来
像
の
由
来
、
中
巻
は
真
如
堂
建
立
の
由
来
や
戒

算
・
貞
慶
・
法
然
な
ど
の
逸
話
、
下
巻
は
応
仁
の
乱
以

降
の
本
尊
の
流
転
と
再
建
の
歴
史
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
詞
書
は
後
柏
原
天
皇
、
尊
鎮
法
親
王
（
後
柏
原
天
皇
の

皇
子
）、
三
条
西
実
隆
（
後
柏
原
天
皇
の
縁
戚
関
係
の
公
家
）
ら

の
筆
で
、
詞
書
の
起
草
者
か
ら
筆
者
ま
で
の
制
作
事
情

が
す
べ
て
明
ら
か
な
稀
有
な
絵
巻
物
。
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本
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
は
年
四
回
（
一
、四
、七
、十
月
、
各
五
日
）
発
行

　
　
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
・
・
・

　

地
域
住
民
と
行
政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行
な
い
、
報
道
に
よ
っ
て
市

民
の
公
共
参
加
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
増
進
に
努
め
ま
す
。

　

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
地
域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
を
編
集
・
発
行
し
、

無
料
で
配
布
し
ま
す
。

　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
部　

原
宛
に
ど
う
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

TEL 090

（3048

）5502


